
 日時：令和３年８月２５日（水）午後４時から

 場所：鳥取県庁災害対策本部室（第２庁舎３階）

 出席：知事、副知事、統轄監

新型コロナウイルス感染症対策本部事務局、危機管理局、総務部、福祉保健部、

子育て・人財局、教育委員会

（テレビ会議参加）

東部地域振興事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、日野振興センター

鳥取市保健所 長井所長

 議題：

（１）症例報告について

（２）その他

鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第９７回）
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緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の追加

高知・佐賀・長崎・宮崎（追加） 令和３年８月２７日から９月１２日まで（ 17日間）

富山・山梨・香川・愛媛・鹿児島 令和３年８月２０日から９月１２日まで（ 24日間）

福島・熊本 令和３年８月 ８日から９月１２日まで（ 36日間）

石川 令和３年８月 ２日から９月１２日まで（ 42日間）

北海道・宮城・岐阜・愛知・三重・滋賀・岡山・広島 緊急事態宣言に移行

 まん延防止等重点措置（１２県）
・高知、佐賀、長崎、宮崎の４県を追加（9/12まで）

北海道・宮城・岐阜・愛知・三重・滋賀・岡山・広島
（追加）

令和３年８月２７日から９月１２日まで（ 17日間）

茨城・栃木・群馬・静岡・京都・兵庫・福岡 令和３年８月２０日から９月１２日まで（ 24日間）

埼玉・千葉・神奈川・大阪 令和３年８月 ２日から９月１２日まで（ 42日間）

東京 令和３年７月１２日から９月１２日まで（ 63日間）

沖縄 令和３年５月２３日から９月１２日まで（113日間）

 緊急事態宣言（２１都道府県）
・北海道、宮城、岐阜、愛知、三重、滋賀、岡山、広島の８道県を追加（9/12まで）
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緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の適用状況

緊急事態宣言区域（２１都道府県）

まん延防止等重点措置区域（１２県）
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関係閣僚協議・基本的対処方針分科会
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 菅総理発言（8/24）
＜8/24関係閣僚協議後の菅総理会見＞
「国民の命を守るために、病床や臨時の医療施設の確保、自宅療養中の方々に連絡がつく
ようにすること、その体制、重症化を防ぐための中和抗体薬の使用拡大、こうしたことが極め
て大事であります。こうしたことに、引き続き全力で取り組んでいくことにしました。また、デル
タ株の強い感染力の中で感染を抑えることができるように、徹底して対応していきたいと思っ
ています。」

 基本的対処方針・分科会（8/25）
＜改正（案）のポイント＞
• デルタ株に置き換わりが進み、急速に感染が拡大していることを踏まえ、業種別ガイドライ
ンの改定を行う

• 中学校、小学校、幼稚園等に対して、最大約80万回程度分の抗原簡易キットの配布（９月
上旬開始）し、教職員や児童生徒（小学校４年生以上）を対象として迅速な検査を実施

• 妊産婦等の特別な配慮が必要な患者を含め、必要な場合に確実に入院につなげられる
体制を整備

• カシリビマブ・イムデビマブについては、投与後の観察体制の確保等の一定の要件を満た
した医療機関による外来投与の実施



生活上、必要があるものを除き、県境を越えた移動は

原則控えてください。

・帰省や旅行は、中止や延期の検討をお願いします。

・仕事や研修は、テレビ会議などオンラインの活用をお願いします。

・建設工事は、工期延長、県内事業者の活用などの工夫をお願いします。

県境を越えた移動に関するお願い

兵庫県に加え、岡山県、広島県にも緊急事態宣言を発令

県外との往来による感染が頻発
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【やむを得ず、往来する場合は、厳重な感染予防対策を必ず行ってください。】

〇県外に行かれる場合

・会食など飛沫感染のリスクが高い機会を避けてください。

・繁華街や人混みを避ける等、密閉、密集、密接全てを徹底的に回避してください。

〇県外から本県に来られる場合

・会食など感染リスクの高い行動は控えてください。

・事前のＰＣＲ検査も活用しましょう。



特措法第２４条第９項による協力要請
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区域 鳥取県全域

期間 令和３年８月３日から９月１２日まで

要請内容

(1)通院、通勤、生活必需品の買い出しなど必要なものを除き、
不要不急の外出を控えてください

※通院、通勤、生活必需品の買い出し、屋外での運動など、生活や健康維持
のために必要なものは差し支えありません。

(2)県境をまたぐ移動はできるだけ控えてください

※不要不急の帰省や旅行など、県境をまたぐ移動はできれば控えましょう。
特に、緊急事態措置やまん延防止等重点措置が実施されている地域や、
感染拡大地域との間での不要不急の往来は控えてください。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項は、新型コロナの感染拡大を
抑え込むために、県民の皆様に協力をお願いする制度です。



陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 年代 性別 居住地 職業等 既陽性者との接触等

8月18日 8月19日 県内1166例目
（鳥取市保健所管内613例目）

鳥取市 ２０ 男 東部地区 会社員

8月18日 8月19日 県内1167例目
（鳥取市保健所管内614例目）

鳥取市 ３０ 女 東部地区 会社員

8月18日 8月19日 県内1168例目
（鳥取市保健所管内615例目）

鳥取市 非公表 女 鳥取市 非公表

8月18日 8月19日 県内1169例目
（鳥取市保健所管内616例目）

鳥取市 １０ 非公表 非公表 非公表

8月18日 8月19日 県内1170例目
（鳥取市保健所管内617例目）

鳥取市 ２０ 男 鳥取市 会社員

8月18日 8月19日 県内1171例目
（鳥取市保健所管内618例目）

鳥取市 非公表 非公表 非公表 非公表

8月18日 8月19日 県内1172例目
（鳥取市保健所管内619例目）

鳥取市 非公表 非公表 非公表 非公表

8月18日 8月19日 県内1173例目
（鳥取市保健所管内620例目）

鳥取市 非公表 非公表 非公表 非公表

8月18日 8月19日 県内1174例目
（鳥取市保健所管内621例目）

鳥取市 ３０ 女 鳥取市 非公表

8月18日 8月19日 県内1175例目
（鳥取市保健所管内622例目）

鳥取市 ４０ 男 鳥取市 会社員

8月18日 8月19日 県内1176例目
（鳥取市保健所管内623例目）

鳥取市 ５０ 女 鳥取市 非公表

8月18日 8月19日 県内1177例目
（鳥取市保健所管内624例目）

鳥取市 非公表 非公表 非公表 非公表

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（8/19）以降公表事例）

＜鳥取市保健所管内：県内1166～1177例目（鳥取市保健所管内613～624例目） ＞
※前回対策本部会議で調査中とした事例
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新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（8/19）以降公表事例）

＜鳥取市保健所管内：県内1180～1189,1201～1203例目（鳥取市保健所管内625～637例目） ＞

陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 年代 性別 居住地 職業等 既陽性者との接触等

8月19日 8月20日 県内1180例目
（鳥取市保健所管内625例目）

鳥取市 １０ 男 県外 学生

8月19日 8月20日 県内1181例目
（鳥取市保健所管内626例目）

鳥取市 ２０ 男 鳥取市 非公表

8月19日 8月20日 県内1182例目
（鳥取市保健所管内627例目）

鳥取市 ２０ 男 鳥取市 会社員

8月19日 8月20日 県内1183例目
（鳥取市保健所管内628例目）

鳥取市 ３０ 女 鳥取市 非公表

8月19日 8月20日 県内1184例目
（鳥取市保健所管内629例目）

鳥取市 ４０ 女 鳥取市 会社員

8月19日 8月20日 県内1185例目
（鳥取市保健所管内630例目）

鳥取市 ５０ 女 鳥取市 非公表

8月19日 8月20日 県内1186例目
（鳥取市保健所管内631例目）

鳥取市 ２０ 女 鳥取市 会社員

8月19日 8月20日 県内1187例目
（鳥取市保健所管内632例目）

鳥取市 １０未満 女 鳥取市 非公表

8月19日 8月20日 県内1188例目
（鳥取市保健所管内633例目）

鳥取市 非公表 非公表 鳥取市 非公表

8月19日 8月20日 県内1189例目
（鳥取市保健所管内634例目）

鳥取市 非公表 女 鳥取市 非公表

8月19日 8月20日 県内1201例目
（鳥取市保健所管内635例目）

鳥取市 非公表 非公表 鳥取市 非公表

8月20日 8月21日 県内1202例目
（鳥取市保健所管内636例目）

鳥取市 ２０ 男 鳥取市 会社員

8月20日 8月21日 県内1203例目
（鳥取市保健所管内637例目）

鳥取市 ２０ 男 東部地区 会社員
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新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（8/19）以降公表事例）

＜鳥取市保健所管内：県内1204～1211,1228～1232例目（鳥取市保健所管内638～650例目） ＞

陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 年代 性別 居住地 職業等 既陽性者との接触等

8月20日 8月21日 県内1204例目
（鳥取市保健所管内638例目）

鳥取市 ２０ 女 東部地区 会社員

8月20日 8月21日 県内1205例目
（鳥取市保健所管内639例目）

鳥取市 １０ 男 鳥取市 学生

8月20日 8月21日 県内1206例目
（鳥取市保健所管内640例目）

鳥取市 非公表 非公表 鳥取市 非公表

8月20日 8月21日 県内1207例目
（鳥取市保健所管内641例目）

鳥取市 非公表 非公表 鳥取市 非公表

8月20日 8月21日 県内1208例目
（鳥取市保健所管内642例目）

鳥取市 １０ 男 鳥取市 非公表

8月20日 8月21日 県内1209例目
（鳥取市保健所管内643例目）

鳥取市 ５０ 女 鳥取市 非公表

8月20日 8月21日 県内1210例目
（鳥取市保健所管内644例目）

鳥取市 非公表 非公表 非公表 非公表

8月20日 8月21日 県内1211例目
（鳥取市保健所管内645例目）

鳥取市 非公表 非公表 非公表 非公表

8月21日 8月22日 県内1228例目
（鳥取市保健所管内646例目）

鳥取市 非公表 非公表 非公表 非公表

8月21日 8月22日 県内1229例目
（鳥取市保健所管内647例目）

鳥取市 非公表 非公表 非公表 非公表

8月21日 8月22日 県内1230例目
（鳥取市保健所管内648例目）

鳥取市 ２０ 男 鳥取市 会社員

8月21日 8月22日 県内1231例目
（鳥取市保健所管内649例目）

鳥取市 ５０ 女 鳥取市 非公表

8月21日 8月22日 県内1232例目
（鳥取市保健所管内650例目）

鳥取市 ２０ 男 東部地区 会社員
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新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（8/19）以降公表事例）

＜鳥取市保健所管内：県内1244～1253,1261～1263例目（鳥取市保健所管内651～663例目） ＞

陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 年代 性別 居住地 職業等 既陽性者との接触等

8月22日 8月23日 県内1244例目
（鳥取市保健所管内651例目）

鳥取市 ４０ 男 非公表 非公表

8月22日 8月23日 県内1245例目
（鳥取市保健所管内652例目）

鳥取市 非公表 非公表 非公表 非公表

8月22日 8月23日 県内1246例目
（鳥取市保健所管内653例目）

鳥取市 １０未満 女 鳥取市 非公表

8月22日 8月23日 県内1247例目
（鳥取市保健所管内654例目）

鳥取市 ２０ 男 鳥取市 学生

8月22日 8月23日 県内1248例目
（鳥取市保健所管内655例目）

鳥取市 １０ 男 鳥取市 学生

8月22日 8月23日 県内1249例目
（鳥取市保健所管内656例目）

鳥取市 ２０ 男 鳥取市 会社員

8月22日 8月23日 県内1250例目
（鳥取市保健所管内657例目）

鳥取市 １０ 女 鳥取市 アルバイト

8月22日 8月23日 県内1251例目
（鳥取市保健所管内658例目）

鳥取市 １０ 女 鳥取市 無職

8月22日 8月23日 県内1252例目
（鳥取市保健所管内659例目）

鳥取市 １０未満 男 鳥取市 非公表

8月22日 8月23日 県内1253例目
（鳥取市保健所管内660例目）

鳥取市 非公表 非公表 非公表 非公表

8月23日 8月24日 県内1261例目
（鳥取市保健所管内661例目）

鳥取市 ５０ 男 鳥取市 会社員

8月23日 8月24日 県内1262例目
（鳥取市保健所管内662例目）

鳥取市 ３０ 女 東部地区 会社員

8月23日 8月24日 県内1263例目
（鳥取市保健所管内663例目）

鳥取市 非公表 非公表 鳥取市 非公表
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※8月24日陽性確認分の県内1272～1279、1301例目（鳥取市保健所管内664～672例目）の詳細については調査中



新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（8/19）以降公表事例）

陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 年代 性別 居住地 職業等 既陽性者との接触等

8月19日 8月20日 県内1190例目 倉吉 非公表 非公表 非公表 非公表

8月19日 8月20日 県内1191例目 倉吉 非公表 非公表 非公表 非公表

8月19日 8月20日 県内1192例目 倉吉 非公表 非公表 非公表 非公表

8月19日 8月20日 県内1193例目 倉吉 ４０ 男 倉吉市 非公表

8月19日 8月20日 県内1194例目 倉吉 ５０ 男 倉吉市 会社員

8月19日 8月20日 県内1195例目 米子 非公表 非公表 非公表 非公表

8月19日 8月20日 県内1196例目 米子 非公表 非公表 非公表 非公表

8月19日 8月20日 県内1197例目 米子 ２０ 男 西部地区 非公表

8月19日 8月20日 県内1198例目 米子 ２０ 女 西部地区 非公表

8月19日 8月20日 県内1199例目 米子 ６０ 女 米子市 会社員

8月19日 8月20日 県内1200例目 米子 非公表 非公表 非公表 非公表

8月20日 8月21日 県内1212例目 倉吉 非公表 男 非公表 非公表

8月20日 8月21日 県内1213例目 米子 ２０ 女 米子市 非公表

11

＜県設置保健所管内：県内1190～1200、1212～1213例目＞



新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（8/19）以降公表事例）

陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 年代 性別 居住地 職業等 既陽性者との接触等

8月20日 8月21日 県内1214例目 米子 ２０ 女 非公表 非公表

8月20日 8月21日 県内1215例目 米子 ４０ 女 西部地区 会社員

8月20日 8月21日 県内1216例目 米子 非公表 非公表 西部地区 非公表

8月20日 8月21日 県内1217例目 米子 非公表 女 非公表 非公表

8月20日 8月21日 県内1218例目 米子 非公表 非公表 非公表 非公表

8月20日 8月21日 県内1219例目 米子 ２０ 男 米子市 会社員

8月20日 8月21日 県内1220例目 米子 ２０ 男 西部地区 会社員

8月20日 8月21日 県内1221例目 米子 ２０ 男 県外 会社員

8月20日 8月21日 県内1222例目 米子 ２０ 女 西部地区 非公表

8月20日 8月21日 県内1223例目 米子 ３０ 男 県外 会社員

8月20日 8月21日 県内1224例目 米子 ２０ 女 米子市 会社員

8月20日 8月21日 県内1225例目 米子 ３０ 女 西部地区 非公表

8月20日 8月21日 県内1226例目 米子 ２０ 女 米子市 非公表

8月20日 8月21日 県内1227例目 米子 非公表 非公表 非公表 非公表
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＜県設置保健所管内：県内1214～1227例目＞



新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（8/19）以降公表事例）

陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 年代 性別 居住地 職業等 既陽性者との接触等

8月21日 8月22日 県内1233例目 倉吉 ４０ 女 中部地区 非公表

8月21日 8月22日 県内1234例目 倉吉 ２０ 女 非公表 自営業

8月21日 8月22日 県内1235例目 倉吉 ４０ 男 非公表 無職

8月21日 8月22日 県内1236例目 倉吉 非公表 非公表 非公表 非公表

8月21日 8月22日 県内1237例目 倉吉 非公表 非公表 非公表 非公表

8月21日 8月22日 県内1238例目 倉吉 非公表 女 非公表 非公表

8月21日 8月22日 県内1239例目 倉吉 ７０ 女 中部地区 非公表

8月21日 8月22日 県内1240例目 倉吉 非公表 非公表 倉吉市 非公表

8月21日 8月22日 県内1241例目 米子 ４０ 男 米子市 会社員

8月21日 8月22日 県内1242例目 米子 ３０ 女 米子市 会社員

8月21日 8月22日 県内1243例目 米子 ２０ 男 非公表 非公表

8月22日 8月23日 県内1254例目 倉吉 非公表 非公表 非公表 非公表

8月22日 8月23日 県内1255例目 倉吉 非公表 非公表 非公表 非公表

8月22日 8月23日 県内1256例目 倉吉 １０未満 女 倉吉市 児童
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＜県設置保健所管内：県内1233～1243、1254～1256例目＞



新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（8/19）以降公表事例）

陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 年代 性別 居住地 職業等 既陽性者との接触等

8月22日 8月23日 県内1257例目 米子 ２０ 女 米子市 会社員

8月22日 8月23日 県内1258例目 米子 非公表 非公表 非公表 非公表

8月22日 8月23日 県内1259例目 米子 ４０ 女 県外 無職

8月22日 8月23日 県内1260例目 米子 ２０ 女 西部地区 会社員

8月23日 8月24日 県内1264例目 倉吉 非公表 非公表 非公表 非公表

8月23日 8月24日 県内1265例目 倉吉 非公表 非公表 非公表 非公表

8月23日 8月24日 県内1266例目 倉吉 非公表 非公表 非公表 会社員

8月23日 8月24日 県内1267例目 倉吉 ６０ 女 県外 無職

8月23日 8月24日 県内1268例目 倉吉 １０ 男 鳥取市 学生

8月23日 8月24日 県内1269例目 米子 １０未満 女 米子市 幼児

8月23日 8月24日 県内1270例目 米子 非公表 非公表 非公表 非公表

8月23日 8月24日 県内1271例目 米子 ３０ 女 西部地区 会社員

8月24日 8月25日 県内1280例目 倉吉 非公表 非公表 非公表 非公表

8月24日 8月25日 県内1281例目 倉吉 非公表 非公表 非公表 非公表
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＜県設置保健所管内：県内1257～1260、1264～1271 、1280～1281例目＞



新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（8/19）以降公表事例）

陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 年代 性別 居住地 職業等 既陽性者との接触等

8月24日 8月25日 県内1282例目 倉吉 ４０ 男 倉吉市 非公表

8月24日 8月25日 県内1283例目 米子 ３０ 男 県外 会社員

8月24日 8月25日 県内1284例目 米子 ３０ 男 非公表 非公表

8月24日 8月25日 県内1285例目 米子 ４０ 男 県外 会社員

8月24日 8月25日 県内1286例目 米子 ２０ 男 米子市 公務員

8月24日 8月25日 県内1287例目 米子 非公表 非公表 非公表 非公表

8月24日 8月25日 県内1288例目 米子 ２０ 男 米子市 公務員

8月24日 8月25日 県内1289例目 米子 １０ 男 非公表 非公表

8月24日 8月25日 県内1290例目 米子 非公表 男 非公表 非公表

8月24日 8月25日 県内1291例目 米子 １０ 男 米子市 非公表

8月24日 8月25日 県内1292例目 米子 非公表 女 非公表 非公表

8月24日 8月25日 県内1293例目 米子 非公表 非公表 非公表 非公表

8月24日 8月25日 県内1294例目 米子 ３０ 男 米子市 非公表

8月24日 8月25日 県内1295例目 米子 １０未満 男 米子市 非公表
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＜県設置保健所管内：県内1282～1295例目＞



新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（8/19）以降公表事例）

陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 年代 性別 居住地 職業等 既陽性者との接触等

8月24日 8月25日 県内1296例目 米子 ２０ 女 米子市 非公表

8月24日 8月25日 県内1297例目 米子 非公表 非公表 非公表 非公表

8月24日 8月25日 県内1298例目 倉吉 非公表 非公表 非公表 非公表

8月24日 8月25日 県内1299例目 倉吉 非公表 非公表 非公表 非公表

8月24日 8月25日 県内1300例目 倉吉 ４０ 男 倉吉市 会社員
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＜県設置保健所管内：県内1295～1300例目＞



クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（22例目）

根拠条文（まん延防止のための措置）
第6条第1項

対応状況
• 条例に基づき、施設管理者に調査への協⼒と施設の使⽤停止を含む感染拡⼤防止措置の実施を求めた。
• 施設管理者は、⽶⼦保健所の指⽰に基づき、感染拡⼤防止に協⼒している。

→ 当該施設を利⽤した全ての隊員を把握しており、また、当該施設以外で接触した隊員を含め、対象の
全ての隊員に対しPCR検査を実施。

→ 教習所は22日から使⽤を停止し、隊舎は新規入所を停止した上で感染拡⼤を防止するための措置を
実施している。

→ 濃厚接触者で陰性が確認された者には最終接触日より２週間の健康観察、外出自粛を要請。
• 8/25にクラスター対策特命チームが施設を⽴ち入り調査しており、今後、当該施設は、専門家チームの派

遣を受け入れる予定であり、更に、感染拡⼤防止のための措置をとることとしている。

県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使⽤⼈その他の従
業者又はその利⽤者若しくは当該施設を使⽤して開催される催物の参加者に係るクラスターが発⽣した場
合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使⽤して催物を開催する者は、直ち
に、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一
部の使⽤を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協⼒し、及び当該施設又は催物に
おける新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤を防止するための適切な措置を講じなければならない。

感染者が勤務していた施設で、県内22例目となる新型コロナウイルス感染症のクラスター（５⼈以上の患者集
団）が発⽣したことが、8/25（⽔）に確認されたため、条例に基づき以下のとおり対応する。
１．クラスターが発生した施設

陸上自衛隊第１３旅団⽶⼦自動⾞教習所及び駐屯地内隊舎２階
２．クラスターと認められる施設への⽴⼊りが確認された陽性者

８名（隊員）【内訳】・県内︓3名、県外︓5名 ・陽性者の発⽣確認期間 8/22︓1名、8/24︓7名
３．患者対応

陽性者は感染症指定医療機関又は入院協⼒医療機関に入院済み又は入院予定
４．クラスター対策条例に基づく対応状況
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クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（22例目）

根拠条文（公表）
第7条第1項

対応状況
• 施設管理者は、当該施設を利⽤した全ての隊員を把握しており、施設以外で接触した隊員を含め、PCR検

査を実施するとともに、自ら施設名を公表予定である。

知事は、県内の施設において、施設使⽤者若しくはこれらの使⽤⼈その他の従業者又はその利
⽤者若しくは当該施設を使⽤して開催される催物の参加者に係るクラスターが発⽣した場合において、新
型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発⽣した時期、施設又は
催物の名称その他のクラスターが発⽣した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催
物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使⽤者の協⼒によりクラスターが
発⽣した施設又は催物の全ての従業者、利⽤者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を⾏った場合は、こ
の限りでない。

根拠条文（必要な措置の勧告）
第8条第1項

対応状況
• 教習所は22日から使⽤を停止し、隊舎は新規入所を停止した上で感染拡⼤を防止するための措置を実施し

ている。
• 今後、感染拡⼤防止措置が適切に講じられていないと判断される場合は、適切な措置を⾏うよう勧告する。

知事は、第６条第１項に規定する場合において、施設使⽤者が正当な理由がなく直ちに同項の
規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使⽤者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部
の使⽤の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤を防止するための
措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。
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最近の感染状況

 10代以下のこどもの割合が急増
➡７/13～と8/10～の２週間を比較すると、１０代以下が倍増

 10歳未満では、家庭内以外の児童間感染を複数確認

※ 20代の若者でも、友人間での感染伝播が多く見られている

10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代
以上

5.5
%

4.9
%

18.4% 21.5% 15.9% 16.6%

6.3
%

5.5
%

8.7
%

13.5%
3.7
%

7.9
%

21.0% 24.8% 13.8% 13.5%
6.3
%

4.0
%

11.4
%

13.8% 28.3% 13.4% 7.9% 13.4%
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保健所

重点医療機関に全員が早期入院
※保健所と消防局の連絡による救急搬送体制を確保

入院医療トリアージセンター
※災害医療コーディネーターの助⾔による調整

陽性

受診中の
分娩取扱い医療機関

患者受入

入院調整

受⼊依頼

【東部】
県立中央病院

(地域周産期母子医療センター)

鳥取市立病院
鳥取赤十字病院

【中部】
県立厚生病院

【西部】
鳥取大学医学部附属病院
(総合周産期母子医療センター)

山陰労災病院

回答

圏域外調整依頼

調整結果報告

PCR検査

妊婦の医療提供体制

患者搬送

安心・安全な妊娠・出産を支援するため、体調不良時や出産
予定日が近い妊婦（３７週前後）に対し、PCR検査を実施

※コロナワクチン接種を希望する妊婦が早期に接種でき
るよう県庁職域接種(3会場)に「優先枠」を設定
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宿泊療養・在宅療養における医療提供体制の拡充

東部地区の居室数を拡充（66室→１３９室、8／21～） ※全県で3６４室確保
医師のオンライン診療に加え、必要な方には薬剤を処方
看護師の２４時間健康サポートを継続

宿泊療養

在宅療養

 パルスオキシメーターを全戸配布し、病状を的確に把握
必要な方に医師の電話診療及び薬剤を処方（協力医師８７名）
訪問看護師・保健所保健師の２４時間健康サポートを継続

※今後の活用に向けて、全国的に入手困難となっている酸素濃縮装置を緊急確保（２０台）

 中等症以上や重症化リスクのある者は、原則「早期入院」
早期入院対象者：高齢者、妊婦、呼吸器疾患など基礎疾患がある者、パルスオキシメー
ターでSPO2が96％未満の者 等

 軽症者等はメディカルチェックセンターで診察、血液検査、
胸部画像検査などにより病状を評価し、療養先を選定

※症状増悪時には速やかに入院へ

※症状増悪時には速やかに入院へ
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教育委員会
学校の対応について（１）

今週から多くの学校が新学期を迎える中にあって、管理職のリーダーシップ
の下、学校におけるより一層高いレベルの感染防止対策の徹底を図りながら
教育活動を実施。
◆感染が判明した場合の対応

学校関係者の感染が一人でも判明した際は、その学校は一先ず臨時休業
→積極的にPCR検査を実施し、保健所と相談の上、安全が図られるまで
は再開しない

→休業期間・範囲は⾏動歴を踏まえた保健所の疫学調査等により決定
◆風邪症状等がある児童生徒への対応

 風邪症状等がある場合は出席扱いの⾃宅休養として徹底
→同居家族に症状がある場合も同様

 体調不良者は速やかに帰宅させ、かかりつけ医を受診
 県備蓄分の抗原定性キットを県⽴学校、市町村⽴学校に配布

→必要に応じて、抗原検査を実施
→陽性が判明した場合は、幅広くPCR検査を実施

◆教職員のワクチン職域接種
 今月末から開始される県職員の職域接種等において、小中も含む教職
員等を優先して接種
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教育委員会
学校の対応について（２）

◆基本的な感染防止対策
 こまめな手洗い、マスクの着用（不織布を推奨）、食事の場面での感染
対策（席の配置、黙食等）を徹底

 換気の徹底、生徒の⾝体的距離が確保できるような座席の配置を工夫

◆学校教育活動等の対応
 授業は、今後の感染状況に応じて分散登校やＩCＴを活用したオンライン
授業等を活用

 合唱等感染リスクの高い活動で、リスク回避が困難な場合は、活動を中止
 中学生向け体験入学等、密の回避が困難な活動は中止又は延期
 部活動は、宿泊を伴う合宿や県外校との練習試合等は中止

→感染防止対策のルールを教職員と生徒で再確認し、これを遵守
→「特別警報」が発令された場合は、県内校との練習試合も中止

 寮を有する学校は、寮内の感染防止及び寮生の健康観察をより一層徹
底
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学校感染防止対策チームの立ち上げ

東部・中部・西部

各教育局

各総合事務所
〇各保健所
〇環境建築局
〇クラスター対策特命チーム

児童・生徒、保護者の皆さんが安心して学校生活を送ること
ができるよう、各学校の感染対策をサポート

相談

市町村教委、各学校

学校感染防止対策チーム

• 衛生・感染防止対策指導

• 抗原検査キット配布

• 感染者が出た場合のサポート

• 専門家チームの派遣

窓口

24
県立学校

県教委事務局

サポート

県庁コロナ対策本部事務局

相互連携

サポート 相談

サポート・連携 サポート・連携

相互連携



教育委員会

◆県版ガイドライン等による感染対策の徹底

◆感染者が判明した場合の対応
 施設内の感染者が一人でも判明した際は、その施設は一先ず臨時休業
 疫学調査等による積極的PCR検査の実施
 現地指導等を実施し、安全が確認された場合のみ再開
※休業中の代替保育については、市町村・施設・保健所が相談の上、実施

放課後児童クラブ、保育施設等の対応について

 施設等の職員向けに感染対策の研修を実施
 希望する施設等へ感染対策に係る現地指導を実施
 随時、ガイドラインを改訂し感染対策の徹底を周知

◆ワクチンの接種状況
 放課後児童クラブの職員は、市町村接種会場での優先接種や今後開始する職域接種で
接種予定

 保育施設等の職員は、県営集団接種会場や市町村の優先接種等により、概ね接種済み

＜放課後児童クラブ版（8月16日改訂）＞
教室、体育館、校庭等を活用し使用できる部屋を分散し密を避ける

＜保育施設等版（8月27日改訂予定）＞
食事、オムツ交換・トイレの介助時の職員の感染対策の徹底
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ファイザー社ワクチンの第１4クールの供給状況等について

第14クール（9/13～の週及び９/20からの週）の県内へのファイザー社ワクチンの配分量

国の基本計画枠 24箱

県内への配分の考え方

① 基本計画分 24箱 → 希望市町村間で協力をいただき、接種の進捗状況に応じて配分

② 智頭町からの融通分 １箱 市町村融通分と併せた県調整分２５箱

鳥取市 米子市 八頭町 北栄町 大山町

調整後 １１箱 １１箱 １箱 １箱 １箱

そのほか、市町村間でバイアル単位で融通し、県内の接種ペースを維持

※上記に加えて、第１４‐２クールで調整枠（全国で1,557箱）の配分があり、現在要求中

ファイザー社ワクチンの第１4クールの供給状況

市町村から委託を受けた「健康被害調査委員会」を９月上旬開催予定
26



県庁職域接種の一般受付開始

県のＨＰ予約専用サイトを開設
「鳥取県庁職域接種特設ページ」から予約可能

■県庁職域接種の概要（警察、危機管理部門、教員等は8/24から先行して接種開始済）

会場名 接種開始日 会場 時間帯

東部会場 ９月３日（金）～ 県庁西町分庁舎 平日18:15～20:15

中部会場 ９月１日（水）～ 倉吉総合看護専門学校体育館 平日13:30～16:00

西部会場 ９月４日（土）～ 西部総合事務所講堂 土日13:30～16:30

■商工会連合会、JA鳥取県中央会などの職域接種でも一般予約受付中

県庁職域接種会場における、県民の方からの予約受付を
８月27日（金）から開始

→「接種券」を用意して希望日・時間帯を選択してください
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みんなでコロナを克服しよう

 不要不急の外出は控え、仕事ではテレワークなど在宅勤務を実施しましょう！
 その仕事、飲食会、イベントなどは、電話等でできませんか？日延べできませんか？
 多くの人が各地から集まるイベント、同窓会などの中止、延期を検討できませんか？
 会食は対策をしっかりした店で普段一緒にいる人とマスク会食を！

 旅行や帰省を再検討し、「行かない」「呼ばない」「延期」の選択はできませんか？
 この夏はできるだけ県外との往来を控え、電話などで温かい心を届けましょう！
 やむを得ず往来する場合は、人混みを避ける、県外の人との会食を控える、PCR検
査を受けるなどリスクを考慮した行動を！

 マスクの着用、こまめな手洗い・消毒、エアコン使用中も定期的に換気を！
（周囲の人と十分距離を取って適宜マスクを外し休憩など、熱中症対策も） 28

人と人との接触機会を減らす行動を

近畿・山陽など近県においても感染が急拡大しています。
人と人との接触を減らしコロナを乗り越えるため、引き続きご協力をお願い
します。

この夏は県外との往来を控えて

基本的な感染予防対策の徹底を

重点期間
９月１２日まで



家庭内における感染対策の徹底

29
〇トイレ、バスルームなど共用スペースの利用は最小限にしましょう

〇換気しやすい部屋とし、他の家族と部屋を分けましょう（食事も家族と別の部屋で行いましょう）

家庭内感染が増加するなど親しい間柄の油断・気の緩みをウイルスが
狙っています。今一度、家庭内での感染対策の徹底をお願いします。

家庭内にウイルスを持ち込まない

〇家に帰ったら「まずは手洗い」

家族間で感染しない

〇「親しき仲にもマスクあり」
十分な距離が取れない時は家庭内でもマスクを着けましょう

〇こまめな換気の徹底を
窓とドアなど2カ所を開けて1時間に10分程度、扇風機も活用しながらこまめに換気を

〇よく手の触れる場所や共用部分のこまめな消毒（ドアノブ・手すり・スイッチ等）
共用部分は薄めた漂白剤で拭いた後に水拭きするかアルコール消毒を

〇歯磨き時は飛沫が飛びやすいので十分に注意を
歯磨きをしている人と距離を取る、換気のいい場所で行う、歯磨粉などを共用しない

〇顔や体に触れるタオルは個別で使用する

家族に体調不良者がいる場合



職場における感染対策の徹底

 テレワーク（在宅勤務）や時差出勤・交代勤務の促進

 研修、出張等による移動を減らすためのテレビ会議の活用

 会議やイベント、採用試験や面接のオンライン実施

 昼休みの時差取得の導入

 休暇取得の促進 など

 基本的対策の徹底（マスクの着用、定期的な手洗い・共有部分の消毒等）

 従業員の体調管理（出勤前の体調確認・風邪等の症状が見られる場合の出勤自粛など）

 狭い場所での会議、打合せは短時間でも避ける（密閉、密集、密接の全ての徹底的な回避）

 会議では、近距離・対面に座らせない工夫（イスを減らす など）

 休憩室・更衣室・喫煙室等も含め定期的な換気
※窓とドアなど２カ所開けて１時間に１０分程度、扇風機も活用しながらこまめに換気を

※２方向の窓を常時開けて連続的に室内に空気を通すと、より効果があります。

 社員寮等の集団生活の場でのガイドラインの徹底 など

 県外から転入された方には、業務外においても不要不急の外出を控える

 職場全体や大人数での懇親・会食は控える など 30

人と人との接触機会を減らす工夫を

基本的な感染防止対策の徹底を

業務外でも接触機会を減らす工夫を



指標 鳥取県
８月25日現在

ステージⅢ
の指標目安

ステージⅣ
の指標目安

医療提供体
制等の負荷

①医療の
ひっ迫
具合

入院医療

※入院調整
中を含む

確保病床の
使用率

28.8%
(97/337床)

東部 25.8%
中部 18.3%
西部 35.9%

20%以上 50%以上

入院率
（入院者/療養者）

39.3％
（97/247人）

東部 26.2%
中部 28.9%
西部 65.8%

40％以下 25％以下

重症者用
病床

確保病床の
使用率

4.3%
(2/47床)

東部 11.8%
中部 0%
西部 0%

20%以上 50%以上

② 療養者数(対人口10万人) 

※県人口55.6万人で計算

44.5人
(実数247人 )

東部 57.8人
中部 38.0人
西部 34.3人

20人以上 30人以上

感染状況

※8/19～
8/25発表分

③ PCR陽性率（直近１週間）
2.7%

(136/4,986)
- 5%以上 10%以上

④ 新規陽性者数(対人口10万人/週)
24.5人

(実数136人)

東部 26.7人
中部 29.0人
西部 20.4人

15人以上 25人以上

⑤ 感染経路不明割合(直近1週間)
25.7%

(35/136人)
- 50%以上 50%以上

分科会提言の指標と鳥取県の状況

31

本県はステージⅢ相当と考えられる。



地域 発令区分 備考

東部地区 警報 8/16～

中部地区 警報 8/10～

西部地区 警報 8/6～

鳥取県版新型コロナ警報（８月２５日現在）

32

全国での感染急拡大の中、依然として県内でも感染が多い状況

であり、県民の皆様におかれては、県外との往来を控えていた

だくとともに、感染予防対策を徹底するなど、引き続きのご協力

をお願いします。



デルタ株感染厳重警戒情報
全国各地で過去最高の感染者を記録するなど、感染力の強い
デルタ株の感染が全国で急拡大し、本県においても県内全域
に拡大しています。感染予防のレベルアップをお願いします。

厳重警戒区域 全県

感染増大警戒情報
県内全域で相次いで感染経路不明な陽性者が確認されています。

感染力の強いデルタ株、アルファ株により、ウイルス量の多い陽性
事例が複数確認され、家庭内での感染も多くみられます。

厳重警戒レベル 全県
33



人権配慮に係る県民へのメッセージ

感染者自身のほか、関係先や立ち寄り先などに対する誹謗中傷や、不確かな情報を基にした
情報の発信・拡散や詮索などの不当な行為は、人権を侵害する行為です。このような行為は
絶対に行わず、地域全体で感染者等を温かく包み込むように支えましょう。

感染者や関係先に対する、心ない言動や誹謗中傷、詮索などの行為
は、絶対にしないようにしましょう。

私たちはウイルスと闘っています。皆が思いやりの気持ちを持ち、お互い「ただいま」
「おかえり」と笑顔で言い合える人の輪を「地域」「家庭」「職場・学校」に広げていきま
しょう。

本県では、インターネットによる誹謗中傷等のサーベイランスを行って
います。
確認された誹謗中傷等の画像や文章は、保存し、被害者の訴訟時の証拠として本人の求めに
応じて提供します。また、県と弁護士会、県警、法務局の４者連携による「新型コロナ関連誹謗
中傷等に関する相談支援連絡会」で事例発生時等に支援を行います。

ワクチン接種をしていない方に対する、差別的行為は絶対にしない
ようにしましょう。

ワクチン接種をしていない方への差別的行為も人権を侵害する行為です。ワクチン接種は本人
の意思に基づくものであり、病気など様々な理由でワクチン接種をできない方もいらっしゃいま
す。接種の強制はしないようにしましょう。
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